




特⾼受変電設備の運転管理の実務経験が５年以上

○

（１） 資格
⾼圧ガス製造保安責任者（第⼀種冷凍機械⼜は第⼆種冷凍機械）

（２） 実務経験（①及び②の経験を満たすこと）
①建築物の維持管理業務の実務経験が1年以上

○

（１） 資格
⾼圧ガス製造保安責任者（第⼀種冷凍機械⼜は第⼆種冷凍機械）

（２） 実務経験（①及び②の経験を満たすこと）
①建築物の維持管理業務の実務経験が1年以上

○

（１） 資格
・特級ボイラー技⼠
・⼀級ボイラー技⼠
・⼆級ボイラー技⼠
・普通第⼀種圧⼒容器取扱作業主任者
・化学設備関係第⼀種圧⼒容器取扱作業主任者

○

（１） 資格
エネルギー管理⼠

（２） 実務経験

○

（１） 資格
建築物環境衛⽣管理技術者

○

（１） 資格（すべての物が①を満たし、内いずれかの者が②を満たすこと）
①⼆級（以上）ボイラー技⼠
②危険物取扱者（甲種⼜は⼄種第4類）

② 1⽇の冷凍能⼒が２０トン以上の製造施設を使⽤している⾼圧ガスの製造に関する実務経験が1
年以上

②１⽇の冷凍能⼒が２０トン以上の製造施設を使⽤している⾼圧ガスの製造に関する実務経験が1
年以上

冷凍保安責任者の代理者︓遠⼼冷凍機の管理について、⾼度な技術⼒、判断⼒および指⽰等の総合的
な技量を有し、以下の資格及び実務経験を有する者

エネルギー管理責任者︓エネルギー管理について、⾼度な技術⼒を有し、省エネルギー計画、ＣＯ２削減
計画を作成できる総合的な技能を有し、以下の資格及び実務経験を有する者

技術員（機械）︓機械設備の運転・監視及び⽇常的な点検保守業務について、作業の内容判断ができ
る技術⼒及び必要な技能を有し、以下の資格及び実務経験を有する者

第⼀種圧⼒容器取扱作業主任者︓圧⼒容器の管理について、⾼度な技術⼒、判断⼒及び指⽰等の総
合的な技量を有し、以下の資格及び実務を経験を有する者

第1種エネルギー管理指定⼯場（5業種以外）のエネルギー管理、診断、計画作成等のエネルギー
総合管理の実務経験が３年以上

建築物環境衛⽣管理技術者︓建築物における環境衛⽣上の維持管理に関する実務について、⾼度な技
術⼒及び判断⼒並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、以下の資格を有する者

冷凍保安責任者︓遠⼼冷凍機の管理について、⾼度な技術⼒、判断⼒および指⽰等の総合的な技量を
有し、以下の資格及び実務経験を有する者
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（２） 実務経験

○

（１） 資格（すべての者が①を満たし、内いずれかの者が②を満たすこと）

（２） 実務経験

○

（1） 実務経験

（構内交換設備等点検・保守業務）
○

（１） 資格

（２） 実務経験

○
（１） 実務経験

（搬送設備<フルメンテナンス＞）
○

（１） 資格
昇降機等検査員

（２） 実務経験
昇降機の点検・保守の実務経験が４年以上

○
（１） 実務経験

昇降機の点検・保守の実務経験が４年以上

②危険物取扱者（甲種または⼄種第４類）

技術員（電気）︓電気設備の運転・監視及び⽇常的な点検保守業務について、作業の内容判断ができ
る技術⼒及び必要な技能を有し、以下の資格及び実務経験を有する者

①第⼆種（以上）電気⼯事⼠

業務責任者（搬送設備）︓昇降機設備の点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒及び、指⽰等の
総合的な技量を有し、以下の資格及び実務経験を有する者

担当者（搬送設備）︓昇降機設備の点検業務に、以下の実務経験を有する者

作業員︓設備の運転・監視及び保守点検業務について、初歩的な技術⼒を有し、以下の実務経験を有す
る者

業務責任者︓構内交換機設備の点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒および、指⽰等の総合的な
技量を有し、以下の資格および実務経験を有する者

建築物の機械設備の維持管理業務の実務経験が3年以上
ただし、業務副責任者（機械設備）が勤務しない時間にあっては、１名以上は５年以上の実務経
験を有する者とすること。

⼀般技術者︓構内交換機設備の点検業務について、以下の実務経験を有する者

建物の電気設備の維持管理業務の実務経験が3年以上
ただし、業務副責任者（電気設備）が勤務しない時間にあっては、１名以上は５年以上の実務経
験を有する者とすること。

設備の運転・監視及び保守点検業務について、初歩的な技術⼒を有し、建築物の設備の維持管理
業務の実務経験を1年以上有する者

電気通信事業法⼯事担任者認定規則に基づくＡＩ第１種、ＤＤ第１種⼜はＡＩ・ＤＤ総合種

構内交換電話、有線電気通信設備等の保守⼜は⼯事の実務経験５年以上

構内交換電話、有線電気通信設備等の保守⼜は⼯事の実務経験が１０年以上
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（消防⽤設備等点検・保守業務）
○

（１） 資格（①⼜は②いずれかの資格を満たすこと）

○ 担当者︓消防設備の点検時に、以下の資格を有する者を、点検項⽬に応じて、法令に従い配置すること
（１） 資格（点検項⽬に応じて、法令に従い配置すること）

（特殊建築物等点検業務）
○

（１） 資格

○

（１） 資格

○

（１） 資格

○

（１） 資格

○
（１） 実務経験

（各種⽔槽等清掃業務）
○ 業務責任者︓厚⽣労働⼤⾂の指定する貯⽔槽清掃作業監督者講習を修了した者

（ねずみ等調査及び防除業務）
○

③消防法第１７条第７項に規定する甲種消防設備⼠のうち、⾃動⽕災報知設備に係る資格を有
する者

⼀級建築⼠若しくは⼆級建築⼠⼜は防⽕設備検査員

副責任者（昇降機）︓昇降機の定期点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒および、指⽰等の総合
的な技量を有し、以下の資格を有する者

①消防設備点検資格者(第１種⼜は第２種)

業務責任者︓消防設備の点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒及び、指⽰等の総合的な技量を有
し、以下の資格を有する者

②消防設備⼠(甲種⼜は⼄種）

①消防設備⼠免許取得者
②消防設備点検資格者

④電気⼯事⼠法第３条に規定する電気⼯事⼠の資格を有する者

副責任者（昇降機以外の建築設備）︓建築設備の定期点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒お
よび、指⽰等の総合的な技量を有し、以下の資格を有する者

業務責任者︓建築物衛⽣法施⾏規則第２９条第１項３号に定める者

⼀級建築⼠もしくは⼆級建築⼠⼜は特殊建築物等調査員

業務責任者（建築物）︓特殊建築物等の定期点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒および、指⽰
等の総合的な技量を有し、以下の資格を有する者

担当者︓特殊建築物等の点検業務について、以下の実務経験を有する者

副責任者（防⽕設備）︓防⽕設備の定期点検業務について、⾼度な技術⼒、判断⼒および、指⽰等の
総合的な技量を有し、下記の資格を有する者

⼀級建築⼠若しくは⼆級建築⼠⼜は建築設備検査員

⼀級建築⼠若しくは⼆級建築⼠⼜は昇降機等検査員

特殊建築物等の定期点検業務⼜は建築・建築設備に係る設計、⼯事監理、⼯事監督の実務経験
３年以上

⑤第１種⽕災報知システム専⾨技術者

529



（空気環境測定業務）
○

（⽔質検査業務）
○

（ばい煙測定業務）
○

（１） 資格

（第⼀種特定製品の定期点検＜熱源機器等点検・保守業務＞）
○

（１） 資格

○ 担当者︓第⼀種特定製品の点検時に、以下の実務経験を有する者
（１） 実務経験

フロン類及び第⼀種特定製品の専⾨点検の経験を有している

（構内植栽管理業務）
○

（１） 資格（①⼜は②いずれかの資格を満たすこと）

２．清掃業務
○ 実施責任者︓

（１） 資格
ビルクリーニング技能⼠

（２） 実務経験
延べ床⾯積5万㎡以上の建物で清掃業務指揮経験5年以上

○ 実施副責任者
（１） 実務経験

実務経験3年以上

業務責任者︓建築物衛⽣法施⾏規則第２６条第１項２号に定める者

ホ ⾼圧ガス保安協会冷凍空調施設⼯事事業所の保安管理者

②⼀級造園技能⼠

ロ ⾼圧ガス製造保安責任者（冷凍機械）

ニ 冷凍空気調和機器施⼯技能⼠

ハ ⾼圧ガス製造保安責任者（冷凍機械以外）で、機器の製造⼜は管理に関する業務に
５年以上従事した者

業務責任者︓植栽管理の⽅法について⼗分な知⾒を有し、以下の資格を有する者

①⼀級造園施⼯管理技⼠

②以下のイからホいずれかの資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講
した者

業務責任者︓建築物衛⽣法施⾏規則第２７条第１項３号に定める者

業務責任者︓ばい煙測定時に、以下の資格を有する者

経済産業省令に定める環境計量⼠

業務責任者︓フロン類及び第⼀種特定製品の専⾨点検の⽅法について⼗分な知⾒を有し、以下の①また
は②のいずれかの資格等を有する者

イ 冷凍空調技⼠

①第⼀種冷媒フロン類取扱技術者
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（窓ガラス清掃）
○ 窓ガラス清掃作業者︓

（１） 資格

○ ゴンドラ作業者︓
（１） 資格

３．鉢植⽊賃貸借
○

４．警備保安業務
○

（１） 資格（①から⑥のすべての資格を取得した者であること）

② ⾃衛消防業務講習修了証
③ 防災センター要員講習修了証

（２） 実務経験

○
（１） 資格（①から④のすべての資格を取得した者であること）

② ⾃衛消防業務講習修了証
③ 防災センター要員講習修了証

（２） 実務経験

○
（１） 資格

（２） 実務経験

１級園芸装飾技能⼠が望ましい。

⑤ 不当要求防⽌責任者講習修了書
⑥ 上級救命講習修了証

警備⼠の２分の１以上は、２年以上の警備経験を有する者とすることが望ましい。

警備副責任者︓業務実施者は、以下の資格及び実務経験を有する者

① 警備員指導教育責任者資格者証

④ ⾃衛消防技術認定証
⑤ 不当要求防⽌責任者講習修了書
⑥ 上級救命講習修了証

延べ⾯積10万㎡以上の施設において監督者としての経験3年以上（ただし、10万㎡に満たない施設
の警備業務の監督者としての経験を３年以上有する場合にあって、その実績及び経験が警備責任者
の補佐及び警備責任者不在時の代⾏に必要⼗分であり、本業務を適切に実施するに⼗分であると発
注者が判断する場合はこの限りではない。）

警備責任者︓業務実施者は、以下の資格及び実務経験を有する者

① 警備員指導教育責任者資格者証

④ ⾃衛消防技術認定証

警備⼠︓業務実施者は、以下の資格及び実務経験を有する者

警備業法に基づく教育を受けていること

労働安全衛⽣法による講習を受講し、修了書を携帯している者
⼜は ⾼所作業⾞運転技能講習修了者

ゴンドラ安全規則の講習修了者

延べ⾯積10万㎡以上の施設において監督者としての経験5年以上（ただし、10万㎡に満たない施設
の警備業務の監督者としての経験を５年以上有する場合にあって、その実績及び経験が本業務に従
事する警備⼠等を指揮監督し、本業務を適切に実施するに⼗分であると発注者が判断する場合はこ
の限りではない。）
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○
（１） 資格

② ⾃衛消防技術認定証
③ 上級救命講習修了証

○
（１） 資格

○
（１） 資格

５．電話交換取扱業務
○

（１） 実務経験

○
（１） 実務経験

○ 実施者︓１名以上は英語による電話応対が⽀障なくできる者を従事させること

６．総括管理業務
○

（１） 実務経験

○
（１） 実務経験

実施責任者︓業務実施者は、以下の実務経験を有する者

⾃衛消防技術認定証

防⽕管理技能者︓業務実施者は、以下の資格を有する者

防⽕管理技能講習修了証

⾃衛消防活動要員︓業務実施者は、以下の資格を有する者

実施副責任者︓業務実施者は、以下の実務経験を有する者

防災センター要員︓業務実施者は、以下の資格を有する者

① 防災センター要員講習修了証

延べ⾯積50,000㎡以上のオフィスビルの維持管理業務の責任者として実務経験が3年以上

当省と同規模（１⽇の着信件数５００〜６００件程度（通常時）。以下同じ。)の事業所での
電話交換取扱業務⼜は⾏政機関（地⽅公共団体を含む。）のコールセンター（当該⾏政機関の所
掌に関する事項を広く扱うものであって、１⽇の着信件数が５００件程度以上（通常時）のものに
限る。以下同じ。）の指揮監督の経験を５年以上有する者とすること。

当省と同規模の事業所での電話交換取扱業務⼜は⾏政機関（地⽅公共団体を含む。）のコールセ
ンターの指揮監督の経験を３年以上有する者⼜は実施者としての経験を５年以上有する者とするこ
と。

実施責任者︓以下の実務経験を有する者

延べ⾯積50,000㎡以上のオフィスビルの維持管理業務の責任者として実務経験が５年以上

実施副責任者︓以下の実務経験を有する者
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